
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1章 計画策定の基本的な考え方 

  



 

 

1.1.計画策定の趣旨 
 

本市では、良好で快適な環境が将来にわたって確保されることを基本理念とした北広島市環境 

基本条例を平成 12年（2000 年）3 月に制定し、その基本理念の実現に向け、環境の保全及び

創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成 13年（2001 年）3月に北広島

市環境基本計画を策定し、平成 23 年（2011 年）3 月に第 2 次北広島市環境基本計画を策定

いたしました。 

 

この計画に基づき、市民と事業者、市が協力し、公害の防止や廃棄物対策、緑のまちづくり、

自然とのふれあいなど、環境の各分野でのさまざまな取組により、本市における環境の状況は、

おおむね良好な状態を保っております。 

 

その中、アライグマに代表される特定外来種による生態系への影響や、温室効果ガス排出量の

増加、ごみのより一層の減量化が必要なことなどの課題を抱えており、対策が求められます。 

 

国では、第 5 次環境基本計画において、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」や「パリ協定」

といった国際動向も踏まえた課題解決の取組のひとつとして、各地域がその特性や地域資源を生

かした自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域において資源を補完し、支え合う「地

域循環共生圏の創造」が提唱されています。 

 

このような動きの中で、第 2 次北広島市環境基本計画の計画期間が平成 23 年 4 月～令和 3

年 3 月まで、北広島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）が平成 28 年 4 月～令和 3年 3

月までとなっていることから、本市における環境の状況や、近年の環境問題に関する社会動向へ

対応していくため、市の新たな環境施策の指針となる北広島市環境基本計画と北広島市地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）を一体的にした第 3 次北広島市環境基本計画を策定するもので

す。 

 

1.2.計画改訂の趣旨 

 

近年、世界各地で異常気象による災害が発生し、本市においても台風や大雪により社会機能が 

麻痺するなど、気候変動の影響が顕在化しています。 

 地球温暖化問題は地球規模の大きな問題であることから、国内においては、令和 3年（2021 

年）6月に「地球温暖化対策推進法」が改正され、2050 年までの脱炭素化社会の実現が基本理 

念として法に位置づけられたことや、令和 3年（2021 年）10 月に、国の「地球温暖化対策計

画」が改訂され、2050 年カーボンニュートラルの実現や、2030 年度において、温室効果ガ

スを 2013年度から 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向け、挑戦を続けてい

くという新たな削減目標が示されました。 

 

    このような動きの中で、計画策定後の社会情勢の変化や国・北海道の削減目標の見直し等を踏

まえ、本市においても削減目標の改訂に加え、市民・事業者・行政が連携し、カーボンニュート

ラルの実現に向けた機運醸成や個々の役割を明確にした施策を新たに加え、分かりやすい内容と

なるよう見直しを行ったものです。 

 

 

 

 



 

 

1.3.計画の目的、位置づけ 

（1）計画策定の目的 

この計画は、「北広島市環境基本条例」の基本理念の実現に向けて、同条例に定める「環境の保全

及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る」ことを目的に策定します。 

 

【北広島市環境基本条例の基本理念】 
 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、人類の存続基盤である限りある環境の恵沢を現在及び将来の世

代が享受するとともに、良好で快適な環境が将来にわたって確保されるよう、適切に推進されな

ければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然の共存を基本として、環境への負荷の少ない持続可能な社会

への実現に向けて、市、市民及び事業者の公正な役割分担のもとに自主的かつ積極的な取組と

して行われるとともに、科学的な知見の充実に努めながら、総合的かつ計画的に進められなけれ

ばならない。 

３ 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と密接に関連していることから、地域での取組

として進められなければならない。 

「北広島市環境基本条例」より抜粋 

 

 

（2）計画の位置づけ 

環境基本計画は、環境基本条例第８条の規定に基づく計画で、まちづくりの基本的な方向や施策を

示す北広島市総合計画のもとで、北広島市強靭化計画の方針に基づき、環境の分野を担う基本計画と

いう位置づけです。 

したがって、市の環境関連の個別計画や事業は、本計画と整合性を図りながら策定、推進していく

こととなります。 

なお、環境基本計画の地球温暖化対策のための個別計画である「北広島市地球温暖化対策実行計

画」については、進捗状況の管理を効率的かつ効果的に行うために、本計画に統合することとしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1：計画の位置づけ 
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1.4.計画の枠組み 

（1）計画の対象と分野 

「環境」という言葉の持つ意味は広く、さまざまな範囲や規模で幅広く使われる言葉です。このた

め、本計画で対象とする環境の分野と要素について、あらかじめ整理しておく必要があります。 

環境として扱う分野は「生活環境」、「循環型社会」、「自然共生社会」そして「地球環境」の４

つに分類することとし、概ね下図のような要素や事象などを対象とします。 

また、環境を守り、育てていくためには、その主体（ひと）が重要な役割を果たします。環境につ

いて自ら学び、さまざまな環境配慮行動の実践などを通じて「市民」「事業者」「市」の３つの主体

が連携・協働し、北広島の環境づくりを進めていくことが重要となることから、上記４つの分野（「生

活環境」、「循環型社会」、「自然共生社会」、「地球環境」）に加えて「環境教育・環境配慮行動」

も計画の対象として捉えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2：計画で対象とする環境の分野 

 

（2）計画期間 

本計画の計画期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、新たに目標を定めて取

組を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3：計画期間 
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地域循環共生圏 

各地域が地域資源を最大限に活用しな

がら、自立・分散型の社会を形成しつつ、

近隣地域と資源を補完して支え合うこと

により、地域の活力が最大限に発揮され

ることを目指す考え方です。 

第五次環境基本計画（平成 30（2018）

年 4 月策定）で提唱された考えで、都市

と農山漁村の連携などが挙げられます。 

 

計画と SDGs（持続可能な開発目標）の関係 

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で，2015 年 9 月に国連で採択

され，国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。 

環境・経済・社会などの世界全体のことについて，17 のゴールとそれにぶら下がる 169 のターゲット，そしてそ

れらの達成度合いを評価する 232 の指標で構成されており，政府・自治体・企業・個人といった全ての人々が目指す

べき目標とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4：持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs） 

出典：国際連合広報センター   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5：地域循環共生圏の概念 

出典：環境省   

 

1．貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の

貧困を終わらせる 

2．飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ，食料安全保障

及び栄養改善を実現し，持続可

能な農業を促進する 

3．すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し，福祉を

促進する 

4．質の高い教育をみんなに 

すべての人々への包摂的かつ公

正な質の高い教育を提供し，生

涯学習の機会を促進する 

5．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し，すべ

ての女性及び女児の能力強化を

行う 

6．安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確保

する 

7．エネルギーをみんなにそしてクリ

ーンに 

すべての人々の，安価かつ信頼

できる持続可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを確保する 

8．働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長

及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人

間らしい雇用を促進する 

10．人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是

正する 

11．住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱で持続可

能な都市及び人間居住を実現す

る 

12．つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保

する 

13．気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる 

14．海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し，持続可能な

形で利用する 

15．陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護，回復，持続可

能な利用の推進，持続可能な森

林の経営，砂漠化への対処，なら

びに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する 

16．平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的

な社会を促進し，すべての人々 に司法へ

のアクセスを提供し，あらゆるレベルに

おいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

9．産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靱なインフラ構築，包摂的か

つ持続可能な産業化の促進及び

イノベーションの推進を図る 

17．パートナーシップで目標を達

成しよう 

持続可能な開発のための実施手

段を強化し，グローバル・パート

ナーシップを活性化する 


